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序 計画の目的と位置付け 

（１）計画策定の背景・目的 

ア 計画策定の背景 

平成１８年(２００６年)６月、本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到

来を目前に控え、現在及び将来における国民の豊かな住生活を実現するため住生活

基本法(平成１８年法律第６１号)が施行され、住宅セーフティネットの確保を図り

つつ、平成１２年(２０００年)６月の住宅宅地審議会答申におけるフローを中心と

した住宅政策から「ストック重視・市場重視」に政策転換が図られました。 

その後、地方公共団体における厳しい財政状況下、老朽化した公営住宅等の効率

的かつ円滑な更新を行い、公営住宅等の需要に的確に対応していくことが求められ

る中、国においては、平成２５年(２０１３年)１１月にインフラ老朽化対策の推進

に関する関係省庁連絡会議が「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、平成２６年

(２０１４年)１月には総務省が、地方公共団体による「公共施設等総合管理計画(行

動計画)」の策定を求めました。 

また、公営住宅分野においては、平成２７年(２０１５年)２月の社会資本整備審

議会・交通政策審議会技術部会における提言なども踏まえ、平成２８年(２０１６

年)８月「公営住宅等長寿命化計画策定指針(改定)」(以下「策定指針(改定)」とい

う。)が示されました。 

本市では、平成２７年(２０１５年)３月に「相模原市公共施設等の総合的・計画

的な管理に関する基本的な考え方」(以下「相模原市公共施設等総合管理計画」と

いう。)を策定し、平成２９年(２０１７年)３月には「相模原市公共施設マネジメ

ント推進プラン」により、人口動向や施設の配置及び築年数の状況などから、施設

配置の方向性を示したところです。 

 

イ 計画策定の目的と位置付け 

相模原市市営住宅ストック総合活用兼長寿命化計画(以下「本計画」という。)

は、「第３次相模原市住生活基本計画」(令和２年３月策定)や、国で定めた策定指

針(改定)などを踏まえ、策定するものです。 

平成２２年(２０１０年)に相模原市市営住宅等長寿命化計画(以下「前計画」と

いう。)を策定後１０年が経過し、本市の人口は令和元年(２０１９年)に、世帯数

は令和７年(２０２５年)に、それぞれピークを迎えることが見込まれています。 

そのため、市営住宅について、従来の管理戸数を増やす考え方から適正な管理戸

数へと削減しながら、ストックを総合的に活用する考え方へと切り替えていく必要

があります。 
今後、建て替え時期を迎える昭和４０年代後半から５０年代までに建設された市

営住宅の機能改善による長寿命化、老朽化住宅の用途廃止など、今あるストックを
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総合的に活用しながら、市民の財産である市営住宅の適正管理に向けた計画として、

令和２年３月に策定しました。 
策定後４年が経過し、令和５年度までの市営住宅に係る計画修繕・改善事業の進

捗状況及び市営住宅を取り巻く情勢の変化に鑑み、令和６年度から令和１１年度ま

でにおける市営住宅の計画修繕・改善事業の実施予定の見直しを行うため、令和６

年３月に本計画の改訂を行います。 

また、本計画は「相模原市総合計画」、「相模原市住生活基本計画」、「相模原市公

共施設等総合管理計画」、「相模原市公共建築物長寿命化基本方針」等を上位計画及

び関係計画とし、市営住宅施策に関する計画として位置付けます。 

計画の構成は、今後の市営住宅の在り方を示す「ストック総合活用」と事業の平

準化・維持保全の計画を示す「市営住宅長寿命化計画」から構成しています。 

図序－１ 推計世帯数と中長期的にみた管理戸数との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基礎フレーム報告書 平成 30 年 3 月 さがみはら都市みらい研究所」を基に作成 

図序－２ 「相模原市市営住宅ストック総合活用兼長寿命化計画」の位置付け 

 
相模原市総合計画

相模原市公共施設等の総合的・計画的な管理に関する基本的な考え方

（相模原市公共施設等総合管理計画）

相模原市

一般公共建築物

⾧寿命化計画

相模原市

学校施設

⾧寿命化計画

公共施設の保全・利活用基本指針

相模原市公共建築物⾧寿命化基本方針
相模原市公共施設

マネジメント推進プラン

整合

＜適正配置・総量削減の取組＞

個別の再編・再整備計画

インフラ⾧寿命化基本計画（国）

アクションプログラム

国

住生活基本法

住生活基本計画（全国計画）

神奈川県

県内の公営住宅供給目標量を設定

県住生活基本計画

⾧寿命化に向け、「点検・計画修繕」

「事業手法（新規・建替・用途廃止

等）の選定」を主な内容に平成21年

策定（28年改定）

公営住宅⾧寿命化

計画策定指針※（国）

公営住宅供給目標量の設定
次期計画１０年間の要支援世帯の

将来推計を算定し、期間内におけ

る公営住宅供給の在り方について、

検討を行う上での基礎資料とする。

主な関係計画

・都市計画マスタープラン

・立地適正化計画

・高齢者居住安定確保計画

相模原市

住生活基本計画

※平成26年以降、この計画に基づかない
ものは公営住宅等ストック総合改善事業

の補助対象とならない。

ストック総合活用

基本方針※

(今後の在り方を示す)

市営住宅

⾧寿命化計画
(維持保全の計画を示す)

相模原市市営住宅ストック総合活用兼⾧寿命化計画

２部構成

※ 相模原市公共施設マネジメント推進プラン・アクションプログラムとの整合を図るのはストック総合活用基本方針のみ
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ウ ＳＤＧｓとの関係 

ＳＤＧｓ(Sustainable Development Goals)とは平成２７年(２０１５年)９月の

国連サミットで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」にて記

載された平成２８年(２０１６年)から令和１２年(２０３０年)までの国際目標で

す。持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するための１７のゴールから構成

され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓ってい

ます。 

ＳＤＧｓの１７のゴールのうち４つのゴールと強い関連をもつことから、住宅セ

ーフティネットの中核をなす市営住宅の目指す姿は、ＳＤＧｓと理念や目標の一部

を共有するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

計画期間は、令和２年度(２０２０年度)から令和１１年度(２０２９年度)までと

します(中長期的な視点を持っておおむね３０年先を展望し、おおむね１０年後を

目指した計画とします。)。 

社会経済情勢及び住宅事情の変化などに応じて、おおむね４年ごとに、適宜見直

しを図っていきます※。 

  ※：令和６年３月に見直しを実施 

   

計画期間：令和２年度から令和１１年度まで 

 

 

 

 
 

真に住宅に困窮する者に
低廉な家賃で住宅を供給 

だれもが健康で安心して
住み続けられる住宅スト
ックの形成 

資源を有効活用する住
宅の長寿命化 

だれもが文化的な住生活
を営むことのできる社会
の形成 
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第１章 市営住宅を取り巻く情勢 

１ 相模原市の概要と社会情勢の変化(相模原市全体) 

（１）位置及び地勢 

・本市は、神奈川県の北部に位置し、北部は東京都、西部は山梨県と接していま

す。面積は３２８．９１k㎡で、神奈川県の総面積の約１３．６％を占めてい

ます。 

・平成２２年(２０１０年)４月に政令指定都市へ移行し、緑区、中央区、南区の

３区の行政区を定めました。 
図１－１ 相模原市の行政区分・地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人口・世帯数 

・平成３１年(２０１９年)４月１日現在の相模原市の人口・世帯数は、

７１７，４１４人、３３５，９９５世帯で、高齢者人口の割合は２５．４％で

す。 

・平成７年(１９９５年)から平成２７年(２０１５年)までの２０年間で、人口は

１．１１倍、世帯数は１．３２倍になっています。 
図１－２ 人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世
帯
人
数 

人
口
・
世
帯
数 

資料：各年国勢調査 

(年) 
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・増加してきた人口は、令和元年(２０１９年)の７２３，０５６人をピークに減

少に転じ、令和４２年(２０６０年)時点において、約５６６，０００人になる

と推計されています。 

図１－３ 総人口の推移と推計値 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：2015 年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計（報告書） 

「２０１５年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計 ２０１８年２月 さがみはら都市みらい

研究所」を基に作成 

（３）家族類型 

・核家族世帯が５９．２％を占め、なかでも「夫婦と子供」が最も多くなってい

ます。世帯主年代は、「４０歳台」が最も多く、「６０歳台」が続いています。 

・「単独世帯」が３４．５％を占めています。 

表１－１ 世帯主の年齢別家族類型（平成２７年(２０１５年)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：年齢・家族の型不詳除く             「平成２７年国勢調査結果」を基に作成 

 

核家族 核家族以外

夫婦のみ
夫婦と
子供

一人親
と子供

夫婦と親
夫婦、
子供と
親

その他

総数 61,877 92,198 26,721 2,593 6,720 7,205 2,899 105,303 305,516

20歳未満 14 15 10 0 0 34 7 2,775 2,855

20歳台 2,017 2,632 680 4 52 497 684 21,861 28,427

30歳台 5,542 17,464 2,453 105 467 511 578 15,601 42,721

40歳台 6,206 26,898 6,588 277 1,502 963 574 16,392 59,400

50歳台 6,691 19,395 5,865 613 2,028 1,229 423 12,551 48,795

60歳台 16,752 14,472 4,750 947 1,361 1,741 388 15,044 55,455

70歳台 18,490 9,024 4,009 375 754 1,519 188 13,205 47,564

80歳以上 6,165 2,298 2,366 272 556 711 57 7,874 20,299

総数構成比 59.2% 5.4% 2.8% 34.5% 100.0%

非親族
世帯

単独世
帯

合　計
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・「子育て世帯」(１８歳未満の世帯員がいる世帯)は減少傾向にあり、平成２７

年(２０１５年)には２１．３％と平成２２年(２０１０年)より１．５ポイント

減少しています。 

 

図１－４ 子育て世帯の割合変化 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：平成２７年国勢調査 

 

・「子育て世帯」の１ヶ月の家賃は、「６万円以上～８万円未満 」が５，０７０

世帯と最も多く、次いで「８万円以上～１０万円未満」が２，８５０世帯とな

っています。 

 

図１－５ 子育て世帯の 1 ヶ月当たり家賃（平成２７年(２０１５年)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成２７年国勢調査 
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（４）世帯収入 

・「３００万円未満」が８４，５８０世帯と最も多く、３００万円未満の世帯率

は２９．７％で神奈川県に比べ４．７ポイント高くなっています。家族類型は、

「単独世帯」が５１．７％を占めています。 

・また、年収３００万円未満世帯のうち「夫婦と子供から成る世帯」と「男親又

は女親と子供からなる世帯」の合計は２３．２％を占めています。 

表１－２ 家族類型別世帯の年間収入階級（平成２７年(２０１５年)） 

 

 

 

 

 

 

「平成２７年国勢調査結果」を基に作成(合計は不詳を除く単純計) 

（５）住宅の種類 

・平成２７年(２０１５年)の持ち家の割合は６１．６％、民営の借家の割合は  

３２．８％となっています。民営の借家の戸数は平成１２年から増加していま

すが、持ち家の割合の伸びの方が大きく、民営の借家が住宅全体に占める割合

は低下しています。 

・世帯主の年齢が上がると持ち家の割合が高まっています。 

図１－６ 住宅種類の割合変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－７ 世帯主の年齢階層別住宅割合（平成２５年(２０１３年)） 

 

 

 

 

 

 

資料：いずれも平成２７年国勢調査 

合　　計

割合

総数 56,510 86,990 21,600 19,020 1,780 99,200 285,100 100.0%

300万円未満 17,590 9,790 9,810 3,010 690 43,690 84,580 29.7%

300～500万円未満 21,180 24,370 6,270 4,690 650 19,200 76,360 26.8%

500～700万円未満 9,660 24,190 3,330 4,390 220 7,800 49,590 17.4%

700～1000万円未満 5,490 19,530 1,660 4,000 110 4,110 34,900 12.2%

1000～1500万円未満 1,900 7,350 430 2,090 70 1,310 13,150 4.6%

1500万円以上 560 1,570 70 810 - 240 3,250 1.1%

300万円未満構成比 20.8% 11.6% 11.6% 3.6% 0.8% 51.7% 100.0%

男親又は女
親と子供か
ら成る世帯

その他の
親族世帯

非親族世帯 単独世帯
夫婦のみの

世帯

夫婦と子供
から成る世

帯
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（６）賃貸住宅の概要 

・民営借家(専用住宅)は、共同建※1のもので、昭和５６年(１９８１年)から平成

２年(１９９０年)までに建設されたものが最も多く、平均延床面積は４１．１

３㎡※2／戸、家賃水準は１，５３２円※3／㎡、６１，３７９円※4／戸・月とな

っています。また、空き家率は１９．９％※5 と推定され、全住宅平均の１０．

６％※6を９．３ポイント上回っています。 

※1：2 戸以上の住宅が廊下、階段、広間等を共用する建て方 

※2：平成 25 年住宅・土地統計調査 都道府県、21 大都市集計第 9 表 

※3：           同              第 90 表（家賃 0 円を含む。) 

※4：           同              第 96 表（家賃 0 円を含む。) 

※5：賃貸用の空き家(同第 1 表)23,620、民営借家(専用住宅)総数(同 96 表)から推計 

※6：空き家総数(同第 1 表)35,900÷住宅総数(同第 1 表)337,600 

 

図１－８ 民営借家（専用住宅）の建て方・建築の時期(平成２５年(２０１５年)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年住宅・土地統計調査をもとに作成 

 

 

・本市内における市営住宅以外の公的賃貸住宅として、神奈川県営住宅が

４，２２９戸、県住宅供給公社住宅が１，６０８戸、都市再生機構住宅が

４， ２ ２４ 戸あります。 

表１－３ 市内の公共賃貸住宅ストック 

 

 

 

 

 

 

団 地 数

60

26

4

10

100合 計

供　給　主　体 戸　数

2,834

4,229

相 模 原 市

1,608

神 奈 川 県

県 住 宅 供 給 公 社

都 市 再 生 機 構

12,895

4,224
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（７）居住面積水準 

・最低居住面積水準※1未満の世帯割合は、平成２０年(２００８年)の９．５％か

ら平成２５年(２０１３年)の１０．２％と０．７ポイント高くなっており、世

帯主の年齢別では「４５～５４歳未満」と「６５歳以上」が増加しています。 

・子育て世帯のうち誘導居住面積水準※2 以上となる世帯は２９．０％で、平成

２０年(２００８年)の２７．２％から１．８ポイント増加しています。 

※1：世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応する

ために必要と考えられる住宅の面積に関する水準 

※2：世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活の基本として必要不可欠な住宅の面積に関す

る水準 

 

表１－４ 世帯の最低居住面積水準・誘導居住面積水準の推移 

年 
最低居住面積水準（全世帯） 誘導居住面積水準（子育て世帯） 

水準以上 水準未満 (割合) 水準以上 (割合) 水準未満 

H20 238,420 24,920 ( 9.5%) 11,160 (27.2%) 29,870 

H25 256,330 29,260 (10.2%) 11,950 (29.0%) 29,250 

資料：各年住宅・土地統計調査 

 

図１－９ 世帯主年齢別の最低居住面積水準未満世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：統計誤差の関係で合計値は表 1－4 と合わない。 

資料：各年住宅・土地統計調査 
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２ 市営住宅の状況 

（１）管理戸数 

・市営住宅は、平成３１年(２０１９年)４月１日現在、６０団地２，８２６戸あ

り、そのうち民間土地所有者が建設した住宅を市が借り上げて公営住宅として

いる住宅(以下「借上げ住宅」という。)は、１４団地３０１戸となっています。 

・団地規模は１団地当たり１戸から３８７戸まで大小様々あり、１０戸未満の小

規模団地は２１団地７５戸で総戸数の２．６％を占めています。小規模団地は

前計画の平成２２年と比較すると、団地数、戸数、割合ともに減少しています。 

表１－５ 年度別市営住宅管理戸数の推移       (平成３１年(２０１９年)４月１日現在) 

年度 

直接建設※ 借上げ 

合計 
木造 

簡易耐火構造 準耐火構造 
中耐 高層 小計 低耐 中耐 小計 

平屋建 ２階建 平屋建 ２階建 

１８ 158 15 10 8 66 1,192 683 2,132 145 156 301 2,433 

１９ 198 21 10 8 66 1,216 745 2,264 145 156 301 2,565 

２０ 179 21 10 8 66 1,216 797 2,297 145 156 301 2,598 

２１ 163 21 10 8 66 1,216 797 2,281 145 156 301 2,582 

２２ 152 16 10 8 66 1,216 907 2,375 145 156 301 2,676 

２３ 146 16 10 8 66 1,216 992 2,454 145 156 301 2,755 

２４ 126 16 10 0 48 1,241 992 2,433 145 156 301 2,734 

２５ 109 16 10 0 48 1,241 992 2,416 145 156 301 2,717 

２６ 95 13 10 0 48 1,241 992 2,399 145 156 301 2,700 

２７ 93 13 10 0 48 1,241 992 2,397 145 156 301 2,698 

２８ 82 13 10 0 48 1,241 1155 2,549 145 156 301 2,850 

２９ 80 8 10 0 48 1,241 1155 2,542 145 156 301 2,843 

３０ 80 10 10 0 36 1,241 1,155 2,530 145 156 301 2,831 

３１ 75 8 10 0 36 1,241 1,155 2,525 145 156 301 2,826 

注 1：平成１８・１９年度は津久井地域との合併による戸数増有り  

注 2：耐用年数は、木造、簡易耐火の平屋建が 30 年、簡易耐火の 2 階建、準耐火が 45 年、耐火が 70 年となります。 

※：市が公営住宅として建設したものは「直接建設」という。 

・本市の市営住宅管理戸数の推移と世帯数の推移を比較すると、１０年間※の伸

び率は世帯数、管理戸数ともに１．１倍となっています。管理戸数は、今後、

老朽住宅の解体等により減少が見込まれます。 
  ※：世帯数は H27(311,188)／H17(282,023)、管理戸数は H27(2,698)／H18(2,433)による。 

図１－１０ 階層別管理戸数の推移 
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表１－６ 市営住宅一覧 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市営住宅課 

 

 

No 団地名 住所 戸数 構造 階数 備考 No 団地名 住所 戸数 構造 階数 備考

1 小網第１ 緑区 8 耐火 4 33 石橋 中央区 84 耐火 4

2 小網第２ 緑区 8 木造 1 34 淵野辺 中央区 75 耐火 5

3 森戸 緑区 3 木造 1 35 すすきの 中央区 60 耐火 6

4 仲町第１ 緑区 1 木造 1 36 横山 中央区 47 耐火 5

5 仲町第２ 緑区 7 木造 1 37 清新 中央区 20 耐火 5

6 仲町第３ 緑区 2 木造 1 38 星が丘 中央区 30 耐火 4

7 仲町第４ 緑区 3 木造 1 39 東第２ 中央区 60 耐火 5

8 上町 緑区 1 木造 1 40 田中第２ 中央区 50 耐火 6

9 里之上 緑区 11 木造 1 41 田名塩田 中央区 250 耐火 5

10 奈良井 緑区 4 木造 1 42 並木 中央区 85 耐火 7

11 川坂 緑区 10 簡易耐火 2 43 文京 南区 119 耐火 5

12 三ケ木 緑区 6 木造 1 44 古淵 南区 43 耐火 6

13 串川第２ 緑区 3 木造 1 45 大野台 南区 62 耐火 6

14 青根第１ 緑区 5 簡易耐火 1 46 南台 南区 273 耐火 8

15 青根第２ 緑区 4 木造 1 直接建設型　計 2,525

16 青根第３ 緑区 1 木造 1 No 団地名 住所 戸数 構造 階数 借上げ年限

17 青根第４ 緑区 1 木造 1 K1 あじさい住宅上鶴間 南区 19 耐火 2 ～ R5

18 内郷 緑区 25 耐火 4 K2 あじさい住宅東橋本 緑区 18 耐火 2 ～ R6

19 平戸 緑区 1 木造 1 借地 K3 あじさい住宅陽光台 中央区 18 耐火 3 ～ R7

20 松葉 緑区 1 木造 1 借地 K4 あじさい住宅富士見 中央区 15 耐火 2 ～ R8

21 藤野 緑区 2 木造 1 K5 あじさい住宅相模台 南区 19 耐火 3 ～ R7

22 沢井 緑区 4 木造 1 K6 あじさい住宅古淵 南区 18 耐火 3 ～ R9

23 佐野川 緑区 4 木造 2 K7 あじさい住宅二本松 緑区 18 耐火 2 ～ R9

24 甘草塚 緑区 1 木造 1 K8 あじさい住宅上溝 中央区 18 耐火 2 ～ R10

25 間の原 緑区 10 木造 1 K9 あじさい住宅大島 緑区 20 耐火 2 ～ R11

26 中原 緑区 24 耐火 4 K10 あじさい住宅上溝東 中央区 19 耐火 2 ～ R12

27 大島 緑区 120 耐火 5 K11 淵野辺本町 中央区 31 耐火 4 ～ R12

28 二本松 緑区 80 耐火 5 K12 あじさい住宅ｺﾝﾌｫｰﾙさがみ南 南区 50 耐火 5 ～ R12

29 上九沢 緑区 387 耐火 6 K13 あじさい住宅下溝 南区 18 耐火 2 ～ R13

30 鳩川 中央区 36 準耐火 2 K14 あじさい住宅相武台 南区 20 耐火 3 ～ R14

31 富士見 中央区 270 耐火 5 借上げ型　計 301

32 東 中央区 224 耐火 4 市営住宅　計 2,826
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図１－１１ 市営住宅位置図 
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（２）建設年度別管理戸数 

・直接建設の市営住宅は、昭和３０年代までに建てられたものは木造、簡易耐火
※構造が多く、昭和４０年代後半以降に建てられたものは耐火構造となってい

ます。  

・耐火構造は、中層耐火(５階建)を中心に整備されてきましたが、すすきの住宅

はじめ、平成５年(１９９３年)以降に建てられたものは高層耐火構造が多くな

っています。                      ※：準耐火を含む。 

図１－１２ 建設年度別構造別管理戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

（３）構造別戸数 

・耐用年限７０年の耐火構造が約９５％を占めています。 

表１－７ 構造別戸数                (平成３１年(２０１９年)４月１日現在) 

型別 構造 耐用年限 団地数 
管理戸数 

供用戸数 
戸数 割合（％） 老朽化住宅 

総合計 

木造平 
30 

21 75 2.8% 64 59 

簡耐平 2 8 0.3% 8 4 

簡耐ニ 
45 

1 10 0.7% 10 4 

準耐二 1 36 3.1% 36 10 

低耐二 

70 

8 145 5.1% － 145 

中耐 21 1,397 49.3% － 1,397 

高耐 8 1,155 40.8% － 1,155 

合計  62 2,826 100.0% 118 2,774 

注：小網第２団地(木造・簡耐平)、田名塩田団地(中耐・高層)は各々２種類あるため、総合計の数は団地

数とは異なります。 
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（４）住戸型式(間取り)別管理戸数 

・直接建設の住宅の型式は、２ＤＫ、３ＤＫが約７０％を占め、借上げ住宅は１

ＤＫが約７０％を占めています。 

 

表１－８ 住戸型式別管理戸数               (平成３１年(２０１９年)４月１日現在) 

型
別 

住戸型式 
住戸面積 

木造 
簡易・準耐火構造 

低耐 中耐 高層 計 
構成比 

(％) （㎡） 平屋建 2 階建 

直
接
建
設 

１ＤＫ 34.4～52.0 - - - - 39 288 327 13.0 

１ＬＤＫ 38.7～47.7 - - - - 2 5 7 0.3 

２Ｋ 24.2～55.0 10 - - - 16 - 26 1.0 

２ＤＫ 28.1～60.0 49 8 - - 311 455 823 32.6 

２ＬＤＫ 52.6～65.5 4 - - - 104 207 315 12.5 

３Ｋ 34.2～36.9 5 - - - 8 - 13 0.5 

３ＤＫ 43.3～70.1 7 - 46 - 728 179 960 38.0 

４ＤＫ 70.6～79.8  - - - 33 21 54 2.1 

合計 － 75 8 46 - 1,241 1,155 2,525 100 

借
上
げ 

１ＤＫ 30.3～39.8 - - - 113 91 - 204 67.8 

２ＤＫ 35.5～49.9 - - - 32 51 - 83 27.6 

２ＬＤＫ 55.1～66.4 - - - - 7 - 7 2.3 

３ＤＫ 66.4 - - - - 7 - 7 2.3 

合計 － - - - 145 156 - 301 100 

合
計 

１ＤＫ 30.3～39.8 - - - 113 130 288 531 18.8 

１ＬＤＫ 38.7～47.7 - - - - 2 5 7 0.3 

２Ｋ 24.2～55.0 10 - - - 16 - 26 0.9 

２ＤＫ 28.1～57.0 49 8 - 32 362 455 906 32.1 

２ＬＤＫ 52.6～66.4 4 - - - 111 207 322 11.1 

３Ｋ 34.2～36.9 5 - - - 8 - 13 0.5 

３ＤＫ 43.3～70.1 7 - 46 - 735 179 967 34.2 

４ＤＫ 70.6～79.8 - - - - 33 21 54 1.9 

合計 － 75 8 46 145 1,397 1,155 2,826 100 

資料：市営住宅課 
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（５）目的別管理戸数 

・特定目的住宅※は、市営住宅ストック総数に対して２４．５％の割合で供給さ

れており、借上げ住宅の９１％は特定目的住宅です。 

・特定目的住宅のうち、１０％が障害者向け、７．８％が５人以上の多人数向け

で、その他は高齢者向けとなっています。 

※：住宅困窮度が特に高い者に対する社会福祉を増進することを目的とするもので、母子世帯向公

営住宅、老人世帯向公営住宅、炭鉱離職者向公営住宅、特別低家賃公営住宅、引揚者向公営住

宅、心身障害者向公営住宅、農山漁村向公営住宅及び集落再編成向公営住宅がある(住総発第

１２４号昭和６３年１２月１日住宅局長通達より)。 

表１－９ 特定目的住宅の内訳         (平成３１年(２０１９年)４月１日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市営住宅課 

※：シルバーハウジングのこと。高齢者等の生活の特性に配慮したバリアフリー化された公営住宅で、

緊急通報システムによる緊急時の対応など、一定のサービスを受けられる、高齢者世帯向けの住

宅 

 

（６）規模別管理戸数 

・市営住宅の住戸規模は、５０㎡台が最も多く管理戸数の４３．６％を占めてい

ます。これは、相模原市住生活基本計画で示す４人世帯の最低居住面積水準を

満たす規模となっています。 

表１－１０ 規模別管理戸数               (平成３１年(２０１９年)４月１日現在) 

面積 20 ㎡台 30 ㎡台 40 ㎡台 50 ㎡台 60 ㎡台 70 ㎡以上 

総計 最低居住

面積区分 
1 人向 2 人向 3 人向 4 人向 5 人向 6 人向 

合計 28 570 397 1,232 513 86 2,826 

構成比 1.0% 20.2% 14.0% 43.6% 18.2% 3.0% 100.0% 

資料：市営住宅課 

直接建設 借上げ 計 割合

ｼﾙﾊﾞｰ
※ ｼﾙﾊﾞｰ ｼﾙﾊﾞｰ 計 ｼﾙﾊﾞｰ

単 身 147 147 197 197 344 344 49.6% 65.9%

世 帯 65 65 69 69 134 134 19.3% 25.7%

計 212 212 266 266 478 478 69.0% 91.6%

単 身 20 18 2 2 22 20 3.2% 3.8%

世 帯 44 22 3 2 47 24 6.8% 4.6%

計 64 40 5 4 69 44 10.0% 8.4%

老人 世 帯 89 3 92 0 13.3%

多人数 ５人 以上 54 54 0 7.8%

計 419 252 274 270 693 522 100.0% 100.0%

ストック数に対する割合 16.6% 10.0% 91.0% 89.7% 24.5% 18.5%

　　注：世帯は「高齢者」は２人、「障害者・老人」は２人以上が条件

高齢者

障害者
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（７）借上げ住宅 

・本市では、平成６年(１９９４年)から借上げ住宅による市営住宅の供給を始め

ました。 

・借上げ住宅は、当初の借上げ期間を２０年としており、借上げ期間満了を迎え

た住宅については、１０年間の契約延長を行っています。 

・１４団地の内、１３団地２７０戸はシルバーハウジングとなっています。 

 

表１－１１ 借上げ住宅の概要             (平成３１年(２０１９年)４月１日現在) 

団地名 
管理

戸数 

建設

年度 

借上期間 

（年度） 
構造 

ｼﾙﾊﾞｰ

ハウジ

ング 

特定目的住宅 
経過

年数 

残借

上げ

年数 
高単 高２ 障単 障世 老人 

あじさい住宅上鶴間 19 H5 H6～Ｒ5 低２ ｼﾙﾊﾞｰ 14 5    25 5 

あじさい住宅東橋本 18 H6 H7～Ｒ6 低２ ｼﾙﾊﾞｰ 16 2    24 6 

あじさい住宅陽光台 18 H7 H8～Ｒ7 低３ ｼﾙﾊﾞｰ 12 6    23 7 

あじさい住宅富士見 15 H8 H9～Ｒ8 低２ ｼﾙﾊﾞｰ 12 3    22 8 

あじさい住宅相模台 19 H8 H9～Ｒ8 低３ ｼﾙﾊﾞｰ 14 5    22 8 

あじさい住宅古淵 18 H9 H10～Ｒ9 低２ ｼﾙﾊﾞｰ 15 3    21 9 

あじさい住宅二本松 18 H9 H10～Ｒ9 低２ ｼﾙﾊﾞｰ 14 4    21 9 

あじさい住宅上溝 18 H10 H11～Ｒ10 低２ ｼﾙﾊﾞｰ 12 6    20 10 

あじさい住宅大島 20 H11 H12～Ｒ1 低２ ｼﾙﾊﾞｰ 14 6    19 0 

あじさい住宅上溝東 19 H12 H13～Ｒ2 低２ ｼﾙﾊﾞｰ 16 3    18 1 

淵野辺本町住宅 31 H12 H13～Ｒ2 低４      1 3 18 1 

あじさい住宅コンフォ

ールさがみ南 
50 H12 H13～Ｒ2 耐５ ｼﾙﾊﾞｰ 28 19 2 1  18 1 

あじさい住宅下溝 18 H13 H14～Ｒ3 低２ ｼﾙﾊﾞｰ 15 3    17 2 

あじさい住宅相武台 20 H14 H15～Ｒ4 低３ ｼﾙﾊﾞｰ 15 4  1  16 3 

計 301         197 69 2 3 3     

高単：高齢者単身者向、高２：高齢者 2 人向、世単：身体障害者単身向、世障：身体障害者世帯向、老人：老人世帯向 
             資料：市営住宅課 
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３ 入居者等の状況 

（１）年齢別構成 

・年齢別の入居者は６５歳以上が３９．８％を占めており、高齢者の比率が高い

状況となっています。 

・住宅のほとんどがシルバーハウジングの借上げ住宅の入居者は、６５歳以上が

８６．２％を占め、直接建設においても６５歳以上は３６．４％です。 

 

表１－１２ 年齢別構成                (平成３１年(２０１９年)４月１５日現在) 

年齢階層 
直接建設 借 上 げ 合  計 

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 

10 歳未満 284 5.8% 4 1.1% 288 5.5% 

 10～19 歳  709 14.5% 6 1.7% 715 13.6% 

 20～29 歳  385 7.9% 8 2.2% 393 7.5% 

 30～39 歳  343 7.0% 5 1.4% 348 6.6% 

 40～49 歳  603 12.3% 10 2.8% 613 11.6% 

 50～59 歳  555 11.3% 11 3.0% 566 10.8% 

 60～64 歳  238 4.9% 6 1.7% 244 4.6% 

 65～69 歳  393 8.0% 18 5.0% 411 7.8% 

 70 歳以上  1,392  28.4% 294 81.2% 1,686 32.0% 

 合  計 4,902  100.0% 362 100.0% 5,264 100.0% 

 平    均 49.1 歳 73.9 歳 50.8 歳 

 

 

（２）家族構成 

・世帯の家族構成では、１人世帯が最も多く４０．１％を占めており、２人世帯

の３４．７％を合わせると７４．８％を占めることとなります。 

・５人以上の多人数世帯の割合は、３．０％です。 

 

表１－１３ 家族構成                 (平成３１年(２０１９年)４月１５日現在) 

世帯人数 
直接建設 借 上 げ 合  計 

戸数 構成比 戸数 構成比 戸数 構成比 

１  人 815 35.3% 227 78.8% 1,042  40.1% 

２  人 849 36.8% 53 18.4% 902 34.7% 

３  人 326 14.1% 5 1.7% 331 12.8% 

４  人 214 9.3% 2 0.7% 216 8.3% 

５  人 79 3.4% 0 0.0% 79 3.0% 

６  人 20 0.9% 1 0.3% 21 0.8% 

７  人 2 0.1% 0 0.0% 2 0.1% 

８人以上 3 0.1% 0 0.0% 3 0.1% 

合  計 2,308  100.0% 288 100.0% 2,596 100.0% 

平  均 2.1 人 1.3 人 2.0 人 

６０歳以上の単身者 660 人 227 人 887 人 
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（３）入居期間 

・入居期間は、１０年未満が最も多く４６．１％を占めています。型別に見ると

入居期間が１０年未満の世帯は直接建設では４４．６％、借上げでは５９．１％

となっています。 

 

表１－１４ 入居期間別世帯数           (平成３１年(２０１９年)４月１５日現在) 

 

直接建設 借 上 げ 合  計 

戸数 構成比 戸数 構成比 戸数 構成比 

0～ 9 年 1,044  44.6% 152 59.1% 1,196  46.1% 

10～19 年 720 30.8% 87 33.9% 807  31.1% 

20～29 年 304 13.0% 15 5.8% 319  12.3% 

30 年以上 271 11.6% 3  1.2% 274  10.6% 

合   計 2,339  100.0% 257  100.0% 2,596 100.0% 

平   均 14.3 年 9.3 年 13.8 年 

 

（４）年間所得※ 

・年間所得別世帯数をみると、１００万円未満が最も多く６３．１％を占めてい

ます。 

・借上げでは９２．７％の世帯が年間所得１００万円未満であるのに対し、直接

建設の入居世帯に占める年間所得１００万円未満の世帯の割合は、５９．５％

です。 
※給与所得者の場合は、給与所得控除後の金額から、年金所得者の場合は、年金所得控除後の

金額から、事業所得者の場合は年間収入から、社会保険料等の所得控除額を除いた後の金額

であり、市営住宅において相模原市市営住宅条例(平成９年相模原市条例第１９号)に基づいて

計算する家賃認定のための所得額 

 

表１－１５ 年間所得別世帯数           (平成３１年(２０１９年)４月１５日現在) 

  

直接建設 借 上 げ 合   計 

戸数 構成比 戸数 構成比 戸数 構成比 

 100 万 未満 1,373 59.5% 266 92.7% 1,639 63.1% 

 100～200 万 450 19.5% 14 4.9% 464 17.9% 

 200～300 万 281 12.2% 3 1.1% 284 10.9% 

 300～400 万 143 6.2% 2 0.7% 145 5.6% 

 400～500 万 45 2.0% 2 0.7% 47 1.8% 

 500～600 万 10 0.4% 0 0.0% 10 0.4% 

 600～700 万 7 0.3% 0 0.0% 7 0.3% 

 700 万 以上 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

合   計 2,309 100.0% 287 100.0% 2,596 100.0% 

平   均 1,034,890 円 253,373 円 948,188 円 
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（５）募集状況 

・市営住宅の応募倍率は、平成２６年度(２０１４年度)から平成３０年度

(２０１８年度)までの５年間の平均が１年当たり９．１倍となっています。 

・募集戸数の５年間の平均は、１１７戸となっています。 

・住戸型式別にみて応募倍率が高いのは１ＤＫ、２ＤＫ、２ＬＤＫ、３ＤＫの順

で、おおむね募集戸数の多い住戸型式で倍率が高い傾向がみられます。また、

単身者・高齢単身者向け住宅の倍率が高くなっています。 

表１－１６ 募集状況 
新築・空き家

の別 
項目 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 平 均 

新 築 

募集戸数 - 163 - - - 33 

応募者数 - 526 - - - 105 

倍 率 - 3.2 - - - 3.2 

空き家 

募集戸数 131 96 110 122 128 117 

応募者数 1,382 959 1,162 1,141 1,202 1,169 

倍 率 10.5 10.0 10.6 9.4 9.4 10.0 

計 

募集戸数 131 259 110 122 128 150 

応募者数 1,382 1,485 1,162 1,141 1,202 1,274 

倍 率 10.5 5.7 10.6 9.4 9.4 9.1 

 

 

図１－１３ 型別空き家募集戸数（５年間）と平均倍率 
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第２章 市営住宅の今後の在り方について 

１ 市営住宅の課題 

（１）中長期を見据えた課題 

・本市の人口は令和元年(２０１９年)をピークにして減少に転じると見込まれて

いますが、小家族化が進行していることから、世帯数はもうしばらくの間増加

を続け、令和７年(２０２５年)をピークにして減少に転じると見込まれていま

す。 

・かつては、新築・建て替えによってストックの管理戸数を増やすという方針で

したが、今後は適正な管理戸数へと削減していきながら、今あるストックを総

合的に活用する方針へと切り替えていく必要があります。 

・市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対する住宅セーフティネットの最後

の砦であり、市民が安心して居住できる住まいづくりを構築していく役割を担

っています。 

 

（２）現況ストックの課題 

ア 用途廃止に位置付けられた老朽化住宅への対応 

・本市の市営住宅のうち１１８戸は耐用年限を超過し、前計画で用途廃止すべき

ものに位置付けられてきましたが、入居者は高齢世帯が多く、現住宅での居住

を継続する意向が強い傾向にあります。 

・これらの住戸は老朽化が顕著で、安全面等の課題が生じています。 

イ 一定期間に集中する中層耐火住宅の建て替えへの適切な対応 

・市営住宅ストックの約９５％を占める耐火住宅のうち、耐用年限の２分の１か

ら３分の２を経過している昭和４０年代後半から５０年代までの中層耐火住

宅がおおむね５００戸あります。これらの住宅は全て中層住宅で、おおむね

３０年後には一斉に耐用年限を迎えることになり、市財政にも大きな影響を及

ぼします。 

ウ 未整備団地の見直し 

・並木団地第二工区は、用地取得後の厳しい財政事情により、未整備という状況

となっています。 

・上九沢団地第四工区の建替事業については、長い期間に渡り計画を凍結してお

り、事業見直しの検討が必要となっています。 
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３）借上げ住宅の課題 

・本市の借上げ住宅は、計画期間中の令和５年度(２０２３年度)以降、順次、市

とオーナーとの賃貸借契約期間の期限を迎えます。 

・借上げ住宅方式は、一定の期間内において、適切な建設用地がなく不足する公

営住宅需要に対応していく上で有効な方式といえますが、３０年、４０年と長

期使用する場合には直接建設方式の方が経済的に優れる場合があります。 

 

表２－１ 公営住宅の供給方式別の長所と短所の概要 

方式 長  所 短  所 

直接建設 
・安定した収支 

・安定した住宅供給 

・土地購入、建物建設費の初 

期投資が必要 

借 上 げ 

・市有地以外での供給が可能 

・初期投資が不要 

・需給状況に応じた住宅の確保 

・借上げ賃料が継続 

・契約解除時の入居者対策が

必要 

 

図２－１ 供給方式別の戸当り事業収支（累積）比較 トータル損益モデルケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１：直接建設方式は、おおむね３０年経過で家賃収入により当初建設費の回収が可能 

注２：借上げ方式は、おおむね１０年経過をすると入居者の家賃を超える額を賃借料として払い続けることにな

るため、長期的な収支ではマイナスとなります。           【出典：国土交通省資料を基に作成】 

 

10年 20 年 30年 40年 50年 60年 70年 
1,000 万円 

500 万円 

0円 

－500 万円 

－1,000万円 

－1,500万円 

－2,000万円 

－2,500 万円 

－3,000万円 

収支均衡 

収支コスト差 

▼1,800万円/戸 

起債償還終了  

⇒ ＋収支 

（本市の場合） 

収支コスト差 

▼54.2 億円/301 戸 
直接建設方式 
借上げ方式 

国土交通省が供給方式別の戸当たり事業収支を比較したトータルの損益モデルケース

では、直接建設方式と借上げ方式を比較した場合、約 10 年で逆転する 
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２ 基本的な考え方 

（１）適正な公営住宅の安定供給 

〇公営住宅の供給目標量の考え方 

国土交通省が都道府県に配布した「公営住宅供給目標量設定支援プログラム」

を活用し、１０年後の市内公営住宅等(市営・県営住宅、ＵＲ・公社賃貸住宅など) 

で供給対象とすべき要支援世帯数と、公営住宅で担う「真に住宅に困窮する世帯」

を推計 

表２－２ 真に住宅に困窮する世帯に対する公営住宅供給（募集）目標量 

 

 

 

 

 

 

・真に住宅に困窮する世帯(市場において自力では適正な水準の住宅を適正な負

担で確保することが困難と見込まれ、公的な支援により居住の安定の確保を図

るべき世帯)の数を的確に把握したうえで、当該世帯の居住の安定の確保のた

めに、必要な公営住宅のストックの供給(募集)に努めていきます。 

・市営・県営住宅(市内)の空家募集実績や管理戸数比などを勘案し、市営住宅は

年間１２０戸程度の市営住宅の供給(募集)に努めていきます。 

図２－２ 重層的な住宅セーフティネットにおける公営住宅の位置付け 
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（２）市営住宅の管理戸数の適正化(目標管理戸数) 

○人口・世帯数の減少を踏まえた中長期的な見通し 

適正な管理戸数：２,４０７戸 

年間１２０戸程度の供給(募集)数※を確保するために必要なストック数を適正

な管理戸数として設定し、削減を図っていきます。 

※：供給(募集)数は、現時点での推計値であり、今後、人口・世帯数の減少や社会情勢の変化

等で変わる可能性がある。 

 

図２－３ 中長期的な管理戸数と推計世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基礎フレーム報告書 平成３０年３月 さがみはら都市みらい研究所」を基に作成  

 

３ 具体的な施策 

（１）老朽化住宅の速やかな用途廃止 

・老朽化住宅については、入居者には他の市営住宅への優先的入居による住み替

えを促進し、空き家となった後は速やかに用途廃止を行います。 

（２） 一定期間に集中する中層耐火住宅の更新時期の平準化 

・財政に急激な影響を及ぼさないように、延命化による使用年数の延長を図ると

ともに、中長期の公営住宅動向や財政状況に応じて、事業量・事業費の平準化

を図ります。 
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図２－４ 中層耐火住宅の更新事業量の平準化イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）未整備団地の事業見直し 

・上九沢団地は、建て替え前の住宅数を上回る３９５戸を建設済みであり、未整

備区域には建設せず、他の利活用も含め、検討していくこととします。 

・並木団地は、平成２２年(２０１０年)に１棟８５戸を建設しましたが、買い物

施設に近接し、小学校や公園等も近いなど居住環境にも優れていることから、

今後の社会情勢の変化や市営住宅の需要も勘案しながら、未整備区域を今後の

市営住宅の建て替え用に確保し、より良い事業手法を検討していきます。 

（４）借上げ住宅の返還 

・契約期間満了時に契約期間を１０年間延長した借上げ住宅は、財政負担が大き

く、中長期的には公営住宅需要の減少傾向が続くことも予想されることから、

原則として借上げ期間３０年で返還していきます。 
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表２－３ 計画期間内の管理戸数の推計 

 

ア 借上げ住宅返還に伴う入居者への配慮 

・公営住宅法(昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。)で入居者への保

護規定(法第２２条、２４条)が担保されており、借上げ期間満了時には、他の

公営住宅へ住み替えができるよう、公募の例外や入居資格の特例措置を設けて

います。 

・このことから、住み替えに当たっては、入居者の居住の安定確保に十分に配慮

し、希望に沿った地域の市営住宅の住み替えを基本とし、借上げ期間満了前の

住替え住宅の事前予約申込の実施など円滑な住み替えの支援を行っていきま

す。 

イ 住み替えの対応 

 ・入居者には、住み替え用の住宅を確保する必要があることから、入居者の居住

を安定的に確保するため、計画的・効果的に住み替えを実施していきます。 

（住替え用） 

① 借上げ住宅１団地の継続 

② 直設建設の高齢者向け住戸の確保や一般向け住戸を高齢者向けに改修 

③ 既存の民間空家借上げ(新規公募：子育て世帯向き１０年間限定)の活用 

 

図２－５ 住み替え支援の流れイメージ 

 

 Ｈ31.4.1 Ｒ12.3.31 備  考 

直接建設 ２,５２５戸 ２,５０５戸 老朽化住宅解体(▲２０戸) 

借上げ住宅  ３０１戸 １３８戸 返還 (▲１６３戸) 

既存民間空家       ３９戸 既存民間空き家の活用による供給目標量維持 

計 ２,８２６戸① ２,６８２戸② ▲１４４戸(①－②) 
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第３章 長寿命化に関する方針と事業手法の選定 

１ 長寿命化に関する方針 

（１）維持管理の方針 

計画的な市営住宅の修繕・改善等 

・使用が可能な住宅については、適切な修繕・改善を実施し、長寿命化を図りま

す。また、必要に応じて機能向上のための改修をします。 

（２）ストックの状態把握・修繕の実施・データ管理に関する方針 

ア 定期点検及び日常点検の実施 

・建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)に基づく定期点検の実施とともに、

日常点検による状況把握を引き続き行い、建物の老朽化や劣化による事故等

を未然に防ぐとともに、修繕の的確な実施を図ります。 

イ 点検結果等に基づく修繕の実施 

・公営住宅等を長期にわたって良好に維持管理していくために、点検結果、修

繕周期を踏まえ、予防保全的な観点から、建物の長寿命化型改善※を効率的・

効果的に実施します。 

※：劣化防止、耐久性の向上及び維持管理の容易化を目的とした設備等の改善で、外壁、

屋上防水、給排水管改修などの改修を行うもの 

ウ 点検結果や実施した修繕内容のデータ管理 

・点検結果や修繕等の内容については、履歴を適切に記録し、今後の市営住宅

の修繕・維持管理に役立てていきます。 

（３）長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

ア 予防保全的な維持管理 

・日常点検等を充実させることによって、常に現地の建物状況を把握し、修繕

周期と照らし合わせながら、事後的ではなく、計画的に修繕・改善を実施す

る予防保全的な維持管理によって、市営住宅の長寿命化を図ります。 

 

イ 修繕周期の延長 

・長寿命化型改善により、アの長寿命化にあわせ、修繕周期を延長するなど適

切な修繕を図りながらライフサイクルコスト※(以下「ＬＣＣ」とする。)の

縮減を図ります。 

※：製品や構造物を取得・使用するために必要な費用の総額。企画・設計から維持・管理・

廃棄に至る過程(ライフサイクル)で必要な経費の合計額をいう。 
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図３－１ 長寿命化型改善のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）改善事業の実施方針 

・市営住宅において想定される以下の改善事業を、各住棟の状況を踏まえて必要に

応じて実施します。 

ア 長寿命化型 

・長期的な活用を図るべき住棟においては、一層の居住性や安全性等が確保される

よう、耐久性の向上や、躯
く

体の劣化の低減を図るため、予防保全的な観点により

実施します。 

（改善内容） 

(ア)屋上防水改修 

(イ)外壁改修 

(ウ)給水管・排水管・ガス管交換改修 

(エ)受水槽改修 

イ 福祉対応型 

・引き続き活用を図る中層耐火住宅ストックについて、高齢者等が安心して居住で

きるように実施します。 

（改善内容） 

住戸内部・共用部の段差解消、浴室・トイレ等への手すりの設置、シングルレ

バー水栓への交換などの高齢者等に対するユニバーサルデザインの取組 

ウ 安全性確保型 

・防犯性や安全性能を確保するため実施します。 

（改善内容） 

防犯に配慮した建物部品の設置、エレベーターの防災対策改修 

※：具体的な内容、時期については、必要に応じて別に定めます。 
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２ 市営住宅長寿命化計画の対象 

・市営住宅長寿命化計画の対象は、本市が所有する全市営住宅です。 

・各団地、住棟の概要は表３－１のとおりです。 
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３ 事業手法の選定 

「策定指針(改定)」で示された手法選定フロー※に基づいて団地別・住棟別に判定

を行います。 ※：巻末資料参照 

（１）１次判定 

ア １次判定の考え方 

・１次判定では、団地の社会的特性(「需要」、「効率性」、「利便性」、「防災(災害

危険区域等）」)と住棟の物的特性(「躯体の安全性」、「避難の安全性」、「居住

性」)による評価を行います。 

・それぞれの評価結果から「用途廃止する団地」、「改善する団地」、「改善又は建

替する団地」、「維持管理する団地」と「継続管理について判断を保留する団地」

に分類します。 

イ 判定結果 

・評価結果に基づいた手法の仮設定と判定結果等は下表のとおりです。 

表３－２ １次判定に関する評価と判定結果 

項   目 内       容 

団
地
の
社
会
的
特
性 

評 
 

 
 

 

価 

需要 ・全体の空き家率は９．９％で、一定の需要は「ある」状態で

す。 

・相対的に需要がない団地として、入居率が８０％に満たない

団地を「なし」と評価します。 

・政策的に募集を停止している鳩川住宅は入居率が低くなっ

ていますが、利便性の点から「あり」で整理します。 

効率性 ・団地の敷地面積が１，０００㎡以下の団地は、高度利用の可

能性を「なし」と評価します。 

・用途地域において、高さ制限がある低層住居専用地域は、

高度利用の可能性を「低い」と評価します。 

利便性 ・鉄道駅から半径１ｋｍ以内、バス停から半径３００ｍ以内を「公

共交通を徒歩で利用できる圏域」に設定し、利便性を評価し

ます。 
(鉄道駅・バス停ともに徒歩圏にあるものを◎、鉄道駅が徒歩圏にあ

るものを△、バス停が徒歩圏にあるものを○で整理) 

防災性 ・建築基準法第３９条に基づく「災害危険区域」のほか、土砂災

害警戒区域※1 等の指定状況により評価します。 

判   定 

・効率性が「ない」、又は土砂災害警戒区域内の団地は、「用

途廃止」する団地に仮設定します。需要が「ない」、又は高度

利用の可能性が「低い」団地は、「継続管理の判断保留」とす

る団地（グループＢ）、その他の団地は、「継続管理」する団地

に仮設定します。 
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グループＡ 
継続管理する団地のうち、改善

又は建替の判断を保留する団

地・住棟 

グループＢ 
継続管理について判断を

保留する団地・住棟 

住
棟
の
物
的
特
性 

評 
 

 
 

 

価 

躯体の安全性 ・新耐震基準に基づいて設計・施行され、又は耐震診断で耐

震性「あり」と判定された住棟を「安全」と評価します。 
・耐用年限を超過し、前計画で用途廃止に位置付けられてき

た老朽化住宅を「不足」と評価し、「用途廃止」する住棟としま

す。 

避難の安全性 ・「防火区画」、「二方向避難の確保」の状況により評価します。 

・措置が可能な場合には居住性の評価を行います。 

居住性 ・住戸内のバリアフリー対応について、対応が全くされていない

ものを「なし」と判定します。 

・エレベーターが設置されていない３階以上の住棟を「不適」と

し、そのうち、階段室型住棟はエレベーター設置の費用対効

果の点から「不可」と評価します。 

判    定 
・安全性及び居住性を備えた住棟を「改善不要」、安全性や居

住性の改善が必要な住棟を「改善又は建替」、老朽化住宅は

優先的な「用途廃止」が必要な住棟に仮設定します。 

１次判定 

・団地の必要性があっても住棟の「用途廃止」が必要な住棟、

団地の必要性がなくても改善が必要な住棟を「判断保留」（グ

ループＢ）とします。 

・土砂災害警戒区域のうち、「改善が必要」とした住棟は「判断

保留」（グループＢ）とします。 

※1：土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)に基

づくもの 

・１次判定における事業手法の仮設定は、下表のとおりです。 

 

表３－３ １次判定における事業手法の仮設定 

  

 

 

 

 

住棟 

団地 改善不要 改善が必要 
優先的な 

用途廃止が必要 

継 続 管 理 維持管理 改善又は建替 用途廃止 

継続管理の

判 断 保 留 

維持管理又は用

途廃止 

改善、建替又は

用途廃止 
用途廃止 

用 途 廃 止 ― 判断保留 用途廃止 
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表３－４ １次判定表 
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5
.0
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適
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２
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簡
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戒
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足
安

全
不

適
な

し
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途

廃
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廃
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２
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,8

1
7
.8

7
7

1
木
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○
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３
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簡
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簡
易

耐
火

安
全

安
全

不
適

用
途

廃
止

用
途

廃
止

-

三
ケ

木
3

1
木

造
不

足
安

全
不

適
用

途
廃

止
判

断
保

留
B

3
1
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B
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２

1
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－
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○
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２

1
1

木
造
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全
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造
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３

2
6
3
.8

1
1

1
木

造
あ

り
1
0
0
.0

%
な

し
×

区
域

外
○

土
砂

災
害

警
戒

区
域

用
途

廃
止

不
足

安
全

不
適

な
し

－
用

途
廃

止
用

途
廃

止
-

青
根

第
４

1
5
0
.0

1
1

1
木

造
あ

り
1
0
0
.0

%
な

し
×

区
域

外
○

土
砂

災
害

警
戒

区
域

用
途

廃
止

不
足

安
全

不
適

な
し

－
用

途
廃

止
用

途
廃

止
-

内
郷

1
,6

0
7
.2

2
5

2
5

4
耐

火
あ

り
8
8
.0

%
－

○
無

指
定

（
2
0
0
/
6
0
)

○
－
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.0

%

敷
地

面
積

(㎡
)

号 棟

2
,0

7
3
.8

1
,5

0
3
.2

戸
数

階
数

構
造

ｸ
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ﾌ
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○ ○
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○○

な
し

－

な
し

１
次

判
定

○

－ －
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鉄
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又
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又
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又
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又
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又
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又
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又
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適
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適
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（２）２次判定 

ア ２次判定の考え方 

・２次判定では、次の２つの方法で事業手法を仮設定します。 

・１次判定において継続管理する団地のうち改善が必要な団地・住棟(グループ

Ａ)としたものについて、改善事業と建替事業のＬＣＣ比較や事業費規模によ

り、事業手法を仮設定します。 

・１次判定において継続管理について「判断を保留」又は「用途廃止」(グルー

プＢ)としたものについて、老朽化住宅の用途廃止の可能性や住宅地としての

適性、地域条件を検討し、事業手法を仮設定します。 

イ 判定基準と判定の概要 

・判定基準と概要は、以下のとおりです。 

表３－５ ２次判定基準と概要（グループＡ） 

判定項目 判定基準と概要 

１ ＬＣＣ比較  
 ＬＣＣの算出 ・ライフサイクルコスト算定プログラム※を用い、改善事業と建替事業

のＬＣＣを比較します。比較方法は次式により、マイナスの場合は

「建替」と仮設定します。 

 ＬＣＣ比較＝(建替事業によるＬＣＣ)－(改善事業によるＬＣ

Ｃ) 

・評価時点は平成３０年とします。 

・改善事業の内容は、「屋上防水」、「外壁改修」、「給排水管更新」

又は「受水槽更新」とし、当該団地・住棟に近年実施した改善事業

は除きます。 

・修繕周期は標準期間を用い、計画期間中に修繕年を迎えない場

合は、期間中央(令和５年)に実施することを想定します。 

・改善費用は、実績額から１住宅当たりの単価を求めて設定します。

(表３－６) 

事業要件 ・ＬＣＣ比較によって「建替」と仮設定された住棟は、計画期間内に

建替事業要件を満たしているか否かを確認します。 

・満たさない場合は、「長寿命化型改善」に仮設定します。 

２ 事業費  
 事業費の算出 ・ＬＣＣ比較で用いた工事費を住棟ごとに計算し、事業総額を算定

すると、改善事業が３．４億円、建替事業が１０９．６億円であり、総

額１１３億円となります。 

・市の財政事情から見て建替事業が著しく過大になっています。 

事業の調整 ・全ての住棟で改善事業を実施した場合には３３棟９２１戸で約２４

億円となり、約９０億円コスト縮減効果があります。 

・市の財政事情を鑑み、全ての住棟を「改善」に仮設定します。 
※：国の策定指針（改定）にあわせて公表されたもの 
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・ＬＣＣ比較のための改善費用は、改善工事の実績等を基に次のように設定しま

した。 

表３－６ 長寿命化型改善内容と試算に用いた周期・概算事業費 

費用区分 周期 単  価 実績値 

屋 上 防 水 24 年 300 千円/戸 200～560 千円/戸 

外 壁 改 修 36 年 1,500 千円/戸 1,500 千円/戸 

給 排 水 管 30 年 850 千円/戸 780～910 千円/戸 

受 水 槽 更 新 25 年 400 千円/戸 350～430 千円/戸 

表３－７ 改善工事の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表３－８ 除却・建設費の設定 

費用区分 単  価 根 拠 等 

除 却 費 3,000～4,000 千円/戸 ＲＣ解体費：50,000～70,000 円/㎡ 

建 設 費 プログラムに従う 構造形式別の標準建設費 

表３－９ 長寿命化改善の期待効果 

費用区分 改善前 改善後 

使 用 期 間 ５０年 ８０年 

備  考 建替実績より 
法定耐用年限のおおむね２／３  

年度 該当棟番号 階数 対象戸数 工事費　（千円）

H25 6 60 19,583

H25 5 75 73,154

H26 7・8・9号棟 4 96 27,508

H26 1号棟 5 40 31,299

H27 B棟 5 30 5,951

H27 11号棟 5 30 8,736

H27 6号棟 5 40 34,560

H28 Ｄ・Ｅ号棟 5 40 8,619

H28 10号棟 5 20 6,459

H28 5号棟 5 40 34,128

H29 Ａ・Ｃ号棟 5 50 11,546

H29 9号棟 5 30 9,925

H29 ７・８号棟 5 70 63,418

H29 2号棟 3 24 13,444

H30 7号棟 5 40 13,425

H30 5・6号棟 5 80 34,074

H30 9・10号棟 5 50 45,198

H30 1～3号棟 4 56 19,838

H30 6 60 90,483

工　事　名　称 工　事　概　要

田中第２住宅屋上防水工事

淵野辺団地外壁塗装・屋上防水工事

東団地７・８・９号棟屋上防水工事

富士見団地給水管・ガス管等交換工事

市営大島団地B棟屋上防水工事

Ｄ・Ｅ合算額

市営富士見団地１１号棟屋上防水工事

市営富士見団地６号棟配管等交換工事

大島団地Ｄ・Ｅ棟屋上防水工事

Ａ・Ｃ合算額

富士見団地１０号棟屋上防水工事

富士見団地５号棟配管等交換工事

大島団地Ａ・Ｃ号棟屋上防水工事

7・8合算額

富士見団地９号棟屋上防水工事

富士見団地7・8号棟配管等交換工事

文京団地2号棟屋上防水工事

5・6号棟の合算額

9・10号棟の合算額

富士見団地7号棟屋上防水工事

富士見団地5・6号棟受水槽更新工事

富士見団地9・10号棟配管等交換工事

1・2・3号棟の合算額東団地1・2・3号棟受水槽更新工事

すすきの住宅外壁改修工事
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表３－１０ ２次判定基準（グループＢ）  

判定項目 判定基準と概要 

１ 需要対応  
 老朽化住宅の

ストック要否の

検討 

・グループＢには老朽化住宅が下表の４団地５５戸あります。 

団地名 敷地面積 住宅数 うち供用 構造 １次判定 

三ケ木 1,745.7 ㎡ 6 戸 6 戸 木造 判断保留 

串川第２ 1,756.4 ㎡ 3 戸 2 戸 木造 判断保留 

間の原 7,466.3 ㎡ 10 戸 10 戸 木造 判断保留 

鳩川 4,555.8 ㎡ 36 戸 10 戸 準耐火 判断保留 

・毎年、他の住宅では空き家等が発生しており、当該空き家等で上記

を含む老朽化住宅(１１８戸）の入居者の受入れも可能であることか

ら、老朽化住宅は「用途廃止」に仮設定します。 

２ 地域条件等  
 小規模敷地団

地の必要性 
・敷地面積が１，０００㎡未満の木造小規模３団地(下写真)は、基本的

に新耐震設計基準の住棟が建設※されています。 
 ※：青根第 2 団地の 1 戸を除く。 

・沢井、佐野川の２団地は、土砂災害警戒区域内に立地しています。 

・住戸内の手すり設置などのバリアフリー対応については、空家修繕

で対応し、少なくとも耐用年限まで使用する「維持管理」に仮設定し

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・中層耐火住宅１棟の小網第１は、敷地面

積が１，０００㎡未満で土砂災害警戒区域

に立地しており、４階建てでエレベーター

も設置されていません。 

・小網第１は、高齢化の進行状況は比較

的緩やかで、立地条件も勘案し、耐用年

限まで使用することを前提に「維持管理」

に仮設定します。 

・事業手法の仮設定結果は、次のとおりです。判定結果を踏まえながら、計画期

間における事業手法の決定(３次判定)を行います。 

 

青根第２（1984/1993/2011）   沢井（2003）     佐野川（2005） 

津久井地区  敷地：639 ㎡ 藤野地区  敷地：716.8 ㎡ 藤野地区  敷地：940.9 ㎡ 

小網第 1  敷地：670 ㎡ 



42 

表３－１１ ２次判定結果 

 維持管理 
改善必要 

用途廃止 
改善 建替 

継続管理する

団地 

内郷 

上九沢 

淵野辺 

すすきの 

横山 

清新 

星が丘 

東第２ 

田中第２ 

田名塩田 

並木 

古淵 

大野台 

南台 

中原 

大島 

二本松 

富士見 

東 

石橋 

文京 

－ 三ケ木 

串川第２ 

間の原 

鳩川 

継続管理しな

い※団地 

－ 小網第１ 

青根第２ 
（耐用年限内） 

沢井 

佐野川 

－ 小網第 2 

森戸 

仲町第１ 

仲町第２ 

仲町第３ 

仲町第４ 

上町 

里之上 

奈良井 

川坂 

青根第１ 

青根第２ 

青根第３ 

青根第４ 

平戸 

松葉 

藤野 

甘草塚 

※：住宅の使用可能期間を除く。 
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（３）３次判定 

ア ３次判定の考え方 

・３次判定では、次の２つの方法で事業手法を決定します。 

・改善事業を進める上での周辺環境等を踏まえ、当面１０年間に対応すべき方向、

内容等を検討し、基本的枠組みを設定します。 

・基本的枠組みに基づいて、緊急性や実現性を勘案して１０年間の改善等事業を

設定するとともに、中長期的な事業の見通しを検討します。 

イ ３次判定実施にあたっての課題 

（ア）市営住宅等ストック活用・長寿命化に向けた課題 

・計画期間中に対応すべき課題は、以下のとおりです。 

■ 老朽化住宅の除却・用途廃止の推進 

・老朽化住宅は、前計画で位置付けられていたもののうち１３団地９４戸が解

体(用途廃止)されましたが、いまだ多くの住宅が残っている状況です(表３

－１３参照)。 

■ 事業量の平準化 

・昭和４０年代後半から供給が始まった中層耐火住宅は、建替事業が実施可能

な耐用年限の２分の１以上を経過した住棟が１８棟４９４戸あります。 

・計画期間中、昭和６０年(１９８５年)に建設された住棟からほぼ毎年のよう

に耐用年限の２分の１である３５年を迎えるなど、建て替えによる更新の必

要性がさらに高まっていきます。 

・市財政に過度な負荷が生じないよう、事業量を平準化していく必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）対応策の検討 

老朽化住宅の主要な建
築時期 

耐用年限の 1/2 を経
過した中層耐火住宅 

借上げ住宅
の集積期間 

契約期間は延長した
が計画期間中に再期
限を迎える借上げ住宅 

契約期限を迎え
る借上げ住宅 

市営住宅の建築等時期（図１－１２を基に作成） 

(年) 
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■ 老朽化住宅の用途廃止の推進 

・老朽化住宅の用途廃止については、入居者には他の市営住宅等への住み替え

を促進するなど、これまでの取組を継続していきます。 

 

表３－１３ 老朽化住宅の現状と取組状況 

 管理戸数 

 
老朽化 
棟数 

H20 からの除
却数 備考 入居率 

小網第２ 8 30.0% 8 7  

森戸 3 100.0% 3 5  

仲町第１ 1 100.0% 1 2  

仲町第２ 7 87.5% 7 5  

仲町第３ 2 100.0% 2 1  

仲町第４ 3 100.0% 3 11  

上町 1 100.0% 1 3  

里之上 11 90.9% 11 13  

奈良井 4 80.0% 4 7  

川坂 10 70.0% 10  今回追加 

三ケ木 6 85.7% 6 7  

串川第２ 3 66.7% 3 4  

青根第 1 5 40.0% 5  今回追加 

青根第 2 2 100.0% 1   

青根第 3 1 100.0% 1   

青根第 4 1 100.0% 1  今回追加 

平戸 1 100.0% 1 1  

松葉 1 100.0% 1 5  

藤野 2 100.0% 2 2  

甘草塚 1 100.0% 1 1  

間の原 10 100.0% 10 6  

鳩川 36 16.7% 36   
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■ 使用年数の延長 

・中層耐火の住棟は、今からおおむね２０年後に順次、公営住宅法上の耐用年

限※を迎えることになりますが、長寿命化型改善を進めることで延命化につ

なげることができます。 ※：７０年 

・目標使用年数を１０年延ばす（使用年数７０年→８０年）ことで、たとえば、

昭和４７年(１９７２年)建設の住宅は、今から３０年以上先まで使用が可能

になることから、計画的に維持管理できる環境を構築していきます。 

 

ウ 事業実施方針と３次判定 

（ア）事業実施方針 

・ＬＣＣ比較に当たって設定した長寿命化改善事業を集中的に実施します。 

・住宅の使用期間は、これまで法定耐用年限の３分の２を超えた住宅を建て替

えてきたことを踏まえ、耐火住宅は７０年であったものを８０年に設定しま

す。 

・基本的な長寿命化型改善事業は、以下が挙げられます。 

■ 躯体の劣化抑制につながる「屋上防水」と「外壁改修」の機能向上 

■ 生活に不可欠な水の供給処理インフラ(受水槽・給排水管等)の機能向上

とし、計画的な修繕・管理を行います。 

・このため、住棟ごとにまちまちとなっている修繕の周期を、計画期間中に健

全な状態にしていきます。 

（イ）３次判定 

・３次判定では、２次判定において用いた過去の実績に基づく修繕周期とし

て、以下を用います。 

  周期 

屋 上 防 水 ： ２０年前後 

外 壁 改 修 ： ２０年前後 

給 排 水 管 ： ４０年前後 

受  水  槽 ： ３０年前後 

・期間中の総事業費を算定し、実現の可能性を確認します。 

・計画期間中に改善事業の必要性がない住棟を「維持管理」とし、その他の住

棟を「改善」とします。 
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これにより、３次判定結果は、以下のとおりとなります。 

 

表３－１４ ３次判定結果 

維持管理 
改善必要 

用途廃止 
改善 建替 

青根第２ 
（計画期間末耐用年限内） 

沢井 

佐野川 

 

小網第 1 

内郷 

中原 

大島 

二本松 

上九沢 

富士見 

東 

石橋 

淵野辺 

すすきの 

横山 

清新 

星が丘 

東第２ 

田中第２ 

田名塩田 

並木 

文京 

古淵 

大野台 

南台 

 － 小網第２※ 

森戸 

仲町第１ 

仲町第２ 

仲町第３ 

仲町第４ 

上町 

里之上 

奈良井 

川坂 

三ケ木※ 

串川第２※ 

青根第１ 

青根第２ 

青根第３ 

青根第４ 

平戸 

松葉 

藤野 

甘草塚 

間の原※ 

鳩川※ 

※：売却等を含めた跡地の有効活用について本計画期間中に検討する。 
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４）実施事業等の概要 

・事業手法別戸数は、次のとおりです。 

表３－１６ 事業手法別戸数 

 

 

 

 

 

     注：(維持管理予定戸数 － 改善予定戸数)＝南台団地１・２号棟(Ｈ２７新築) 

 

・年度別の改善事業は、次のとおりです。 

図３－２ 年度別改善事業量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画期間１０年間の長寿命化型改善による総事業費は７２．０億円(１年当た

り７．２億円で平準化)です。年度別事業費は次のとおりです。 

表３－１７ 計画期間の長寿命化型改善による年度別事業費          (千円) 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

296,595 597,768 389,089 301,411 659,681 762,335 1,169,202 1,094,652 1,077,290 861,245 

※：Ｒ２からＲ４までの事業費は決算額を記載 

※：Ｒ５からＲ１１までの事業費は、現時点の概算額であり、実際の実施事業費とは異なる場合が

あります。 

 

 

対  象 戸 数 

管理戸数 ２,５２５戸 

 ・維持管理予定戸数 ２,４０７戸 

 うち改善予定戸数 ２,２３３戸 

・用途廃止予定戸数 １１８戸 

平均 410戸/年 

平均 11 棟/年 
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第４章 ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 

１ ライフサイクルコスト(ＬＣＣ)の縮減効果の算定の基本的な考え方 

（１）ライフサイクルコスト(ＬＣＣ)の算出の基本的な考え方 

・新規整備及び建替事業を実施する公営住宅等を対象としたＬＣＣの算出の基本

的な考え方は、次のとおりです。 

ＬＣＣ ＝（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費）      単位 千円/棟・年 

・建設費は、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費です。 

・改善費は、想定される使用年数期間における改善工事費の見込額から修繕費相

当額を控除(改善事業を実施することにより不要となる修繕費を控除)した額

です。 

・修繕費は、使用年数期間における修繕工事費の見込額です。長期修繕計画で設

定している標準的な修繕項目・周期等に基づき修繕費を算定します。典型的な

修繕計画モデルから得られる修繕乗率を建設費に乗じて算定される累積修繕

費で代用しても良いとされています。 

・除却費は、想定される使用年数が経過した後の除却工事費の見込額です。 

（２）ライフサイクルコスト(ＬＣＣ)の縮減効果の算出の基本的な考え方 

・長寿命型改善事業又は全面的改善事業を実施する公営住宅等を対象とした 

ＬＣＣの縮減効果の算出の基本的な考え方は、次のとおりです。 

ア １棟のＬＣＣ縮減効果 ＝ＬＣＣ(計画前)－ＬＣＣ(計画後) 
単位 千円/棟・年 

イ ＬＣＣ(計画前)＝(建設費＋修繕費＋除却費)／評価期間 (改善非実施) 
単位 千円/棟・年 

・建設費は、推定再建築費(＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営

住宅法施行規則(昭和２６年建設省令第１９号)第２３条に規定する率)として

います。ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場

合は、建設当時の標準建設費で代用しても良いとされています。 

・修繕費は、建設後、評価期間(改善非実施)末までに実施した修繕工事費です。

長期修繕計画で設定している標準的な修繕項目・周期等に基づき修繕費を算定

します。典型的な修繕計画モデルから得られる修繕費乗率を建設費(推定再建

築費)に乗じて算定される累積修繕費で代用しても良いとされています。 

・評価期間(改善非実施)は、改善事業を実施しない場合に想定される使用期間で

す。物理的な劣化や社会的価値の低下に伴い、供用に適さない状態になるまで

の使用期間といえますが、これまでの建替事業の実績を考慮し、建て替え前の

平均的な供用期間(構造種別)を評価期間(改善非実施)としても良いとされて

います。 

・除却費は、評価期間(改善非実施)末に実施する除却工事費です。 
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図４－１ ライフサイクルコストの縮減効果の算出イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ＬＣＣ(計画後)＝(建設費＋改善費＋修繕費＋除却費)／評価期間 (改善実施) 

単位 千円/棟・年 

・建設費は、イの記載と同じです。 

・改善費は、本計画に基づく改善事業費及び本計画の計画期間以後に想定される改

善事業費の総額から修繕費相当額を控除した額です。 

・修繕費は、建設後、評価期間(改善実施)末までに実施した修繕工事費です。以下、

イの記載と同じです。 

・除却費は、評価期間(改善実施)末に実施する除却工事費です。 

・評価期間(改善実施)は、本計画に基づく改善事業(ＬＣＣ算定対象)及び本計画の

計画期間以後に想定される改善事業(ＬＣＣ算定対象)を実施する場合に想定され

る使用期間(目標使用期間)です。 

 

 

LCC（計画前）＝（建設費＋修繕費＋除却費）／評価期間 A（千円/棟・年） 

８０年 

５０年 

修繕費Ａ 

除却費Ａ 

建設費 

改善費 

除却費Ｂ 

修繕費Ｂ 

建設費 

改

善

費 

修繕費Ａ 

修繕費Ｂ 

除

却 

費 

Ｂ

建

設

費 

建

設

費 

除

却 

費 

Ａ

LCC（計画後）＝（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費）／評価期間 B（千円/棟・年） 
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２ 縮減効果の検討 

（１）設定条件 

・ＬＣＣの算定は、国の策定指針(改定)にあわせて公表された「ライフサイクルコ

スト算定プログラム」を用いて行います。 

・算定条件は、下表のとおりです。 

表４－１ ＬＣＣの算定条件 

 計画前（A） 計画後（B） 備 考 

評 価 期 間 ５０年 ８０年  

建 設 費 
当該住棟の建設当時の

標準建設費 
同左  

改 善 費 － 
屋上防水、外壁改善 

給排水管更新、受水槽更新 
 

除 却 費 
耐火構造解体費の事例

を参考に設定 
同左 60,000円/㎡ 

注：建設費は、「ライフサイクルコスト算定プログラム」が装備する建設年度別の標準建設

費。ただし装備していない平成6年以前の中層片廊下型の住棟は、階段室型の標準建設費を

代用 

修繕費は「ライフサイクルコスト算定プログラム」が装備する計画前、計画後ともに代表

的な修繕費乗率を用いた。 

表頭(A)、(B)は図4－1参照（A:改善を実施しない、B:改善を実施する） 

 

 

（２）縮減額 

・以上より求めた住棟当たり年平均改善額(現在価値化)は、５,２４０千円／棟・年

となります。 
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7
,
6
7
9

上
九

沢
Ｄ

5
1

S
R
C
造

H
1
5

R
5

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)

8
,
7
8
9

上
九

沢
Ｇ

7
0

S
R
C
造

H
1
5

R
5

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)

1
2
,
0
6
4

上
九

沢
Ｈ

5
8

S
R
C
造

H
1
4

R
5

屋
上

防
水
・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

1
0
,
3
5
8

上
九

沢
I

5
8

S
R
C
造

H
1
3

R
5

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)

1
1
,
0
8
4

富
士

見
1

4
0

R
C
造

S
5
3

R
6

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)
5
,
1
8
0

富
士

見
5

4
0

R
C
造

S
5
5

R
6

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)
5
,
3
9
0

富
士

見
6

4
0

R
C
造

S
5
5

R
6

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)

4
,
7
9
6

富
士

見
7

4
0

R
C
造

S
5
6

R
6

外
壁
改

修
・

受
水
槽

更
新

(
長
寿
命

)

5
,
5
9
8

富
士

見
8

3
0

R
C
造

S
5
7

R
6

屋
上

防
水
・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

受
水
槽

更
新

(
長
寿
命

)
4
,
0
1
3

富
士

見
9

3
0

R
C
造

S
5
7

R
6

受
水

槽
更
新

(
長

寿
命

)

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)
3
,
7
5
3

住
棟

番
号

戸
数

建
設

年
度

修
繕

・
改

善
事

業
の

内
容

L
C
C

縮
減

効
果

(
千

円
/

年
)

備
考

団
地

名
構

造

次
期

点
検

時
期
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法
定

点
検

法
定
点

検
に

準
じ
た

点
検

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

富
士

見
1
0

2
0

R
C
造

S
5
7

R
6

受
水
槽

更
新

(
長

寿
命

)

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)
2
,
5
2
5

富
士

見
1
1

3
0

R
C
造

S
5
7

R
6

受
水
槽

更
新

(
長

寿
命

)

外
壁
改

修
(長

寿
命
)

4
,
1
1
8

東
1

1
6

R
C
造

S
5
7

R
6

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

・

給
排

水
管

更

新
(
長

寿
命

)

2
,
1
5
3

東
2

1
6

R
C
造

S
5
8

R
6

屋
上
防

水
(長

寿
命
)

給
排
水

管
改

修 (
長

寿
命

)

外
壁
改

修

(
長

寿
命

)
1
,
9
9
8

東
3

2
4

R
C
造

S
5
9

R
6

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

・

給
排

水
管

更

新
(
長

寿
命

)

3
,
2
1
0

東
4

2
4

R
C
造

S
5
9

R
6

給
排
水

管
改

修 (
長

寿
命

)

受
水
槽

更
新

(
長

寿
命

)

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長

寿
命

)

3
,
1
4
9

東
5

2
4

R
C
造

S
6
0

R
6

給
排
水

管
改

修 (
長

寿
命

)

受
水
槽

更
新

(
長

寿
命

)

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長

寿
命

)

3
,
1
4
4

東
6

2
4

R
C
造

S
6
0

R
6

給
排
水

管
改

修 (
長

寿
命

)

受
水
槽

更
新

(
長

寿
命

)

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長

寿
命

)

3
,
1
4
4

東
7

3
2

R
C
造

S
6
1

R
6

給
排
水

管
改

修 (
長

寿
命

)

受
水
槽

更
新

(
長

寿
命

)

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)
4
,
3
3
7

東
8

3
2

R
C
造

S
6
3

R
6

給
排
水

管
改

修 (
長

寿
命

)

受
水
槽

更
新

(
長

寿
命

)

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)
3
,
7
5
3

東
9

3
2

R
C
造

H
1

R
6

給
排
水

管
改

修 (
長

寿
命

)

受
水
槽

更
新

(
長

寿
命

)

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)
3
,
0
6
4

石
橋

1
2
4

R
C
造

S
6
3

R
6

受
水
槽

更
新

(
長
寿
命

)

給
排
水

管
改

修 (
長
寿
命

)

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)

2
,
4
8
9

石
橋

2
3
0

R
C
造

H
1

R
6

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長

寿
命

)

受
水
槽

更
新

(
長
寿
命

)

給
排
水

管
改

修 (
長
寿
命

)

3
,
1
4
1

住
棟

番
号

戸
数

建
設

年
度

修
繕

・
改

善
事

業
の

内
容

L
C
C

縮
減

効
果

(
千

円
/

年
)

備
考

団
地

名
構

造

次
期

点
検

時
期
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法
定

点
検

法
定
点

検
に

準
じ
た

点
検

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

石
橋

3
3
0

R
C
造

H
4

R
6

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長

寿
命
)

受
水

槽
更

新

(長
寿

命
)

給
排
水

管
改

修 (
長
寿
命

)

3
,
1
1
4

淵
野

辺
7
5

R
C
造

H
3

R
7

EV
改

修

（
防

災
）

受
水
槽

更
新

(
長
寿
命

)

給
排
水

管
改

修 (長
寿

命
)

1
,
5
3
9

す
す

き
の

6
0

R
C
造

H
5

R
7

EV
改

修

（
防

災
）

給
排

水
管

改

修 (
長
寿

命
)

屋
上
防

水
・

受
水
槽

改
修

(長
寿

命
)

7
,
8
4
0

横
山

4
7

R
C
造

H
6

R
7

E
V
改
修

（
防
災

）

外
壁

改
修

(長
寿

命
)

受
水

槽
更

新

(
長
寿

命
)

屋
上
防

水

(長
寿

命
)

5
,
7
8
4

清
新

2
0

R
C
造

H
6

R
7

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長
寿

命
)

E
V
改
修

（
防
災

）
2
,
8
9
7

星
が

丘
3
0

R
C
造

H
8

R
7

EV
改

修

（
防

災
）

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)

4
,
3
0
9

東
第

２
6
0

R
C
造

H
1
0

R
7

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(長
寿

命
)

9
,
2
5
9

田
中

第
２

5
0

S
R
C
造

H
1
0

R
7

EV
改

修

（
防

災
）

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)
7
,
8
2
5

田
名

塩
田

1
5
5

R
C
造

H
1
3

R
6

屋
上
防

水

(
長
寿

命
)

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)
8
,
5
2
2

田
名

塩
田

2
7
7

S
R
C
造

H
1
5

R
6

屋
上
防

水

(
長
寿

命
)

外
壁

改
修

(長
寿

命
)

1
1
,
5
7
6

田
名

塩
田

3
6
6

S
R
C
造

H
1
7

R
5

屋
上

防
水

(長
寿
命

)

外
壁

改
修

(長
寿

命
)

9
,
3
7
2

田
名

塩
田

4
5
2

S
R
C
造

H
2
1

R
7

屋
上

防
水

(長
寿
命

)

外
壁

改
修

(
長
寿

命
)

7
,
1
5
9

並
木

8
5

S
R
C
造

H
2
2

R
7

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長
寿

命
)

1
3
,
0
6
4

住
棟

番
号

戸
数

建
設

年
度

修
繕

・
改

善
事

業
の

内
容

L
C
C

縮
減

効
果

(
千

円
/

年
)

備
考

団
地

名
構

造

次
期

点
検

時
期
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法
定

点
検

法
定

点
検
に

準
じ

た
点
検

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

文
京

1
2
5

R
C
造

H
2

R
6

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命
)

受
水

槽
更

新

(
長
寿

命
)

給
排
水

管
改

修 (
長
寿

命
)

2
,
5
2
1

文
京

2
2
4

R
C
造

S
5
8

R
6

給
排

水
管

改

修 (
長
寿
命

)

受
水

槽
更

新

(
長
寿

命
)

外
壁
改

修

(
長
寿

命
)

2
,
9
9
4

文
京

3
4
0

R
C
造

H
1

R
6

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

・

給
排

水
管

改

修
(
長

寿
命

)

受
水

槽
更

新

(
長
寿

命
)

4
,
0
6
1

文
京

4
3
0

R
C
造

H
2

R
6

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命
)

受
水

槽
更

新

(
長
寿

命
)

給
排
水

管
改

修 (
長
寿

命
)

3
,
0
2
5

古
淵

4
3

S
R
C
造

H
9

R
7

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長
寿

命
)

6
,
7
9
8

大
野

台
6
2

S
R
C
造

H
1
8

R
6

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長
寿

命
)

8
,
3
3
3

南
台

1
9
9

S
R
C
造

H
2
7

R
6

南
台

2
6
4

S
R
C
造

H
2
7

R
6

南
台

3
6
8

S
R
C
造

H
2
1

R
6

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)

9
,
1
8
6

南
台

4
4
2

S
R
C
造

H
2
1

R
6

屋
上
防

水
・

外
壁
改

修

(
長
寿
命

)

5
,
6
7
4

点
検

・
調

査
結

果
等

に
よ

り
、

修
繕

時
期

を
変

更
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

住
棟

番
号

戸
数

建
設

年
度

修
繕

・
改

善
事

業
の

内
容

L
C
C

縮
減

効
果

(
千

円
/

年
)

備
考

団
地

名
構

造

次
期

点
検

時
期
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様式２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式２】新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧

　事業主体名：

　住宅の区分： 公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅

法定点検
法定点検に
準じた点検

該当なし

神奈川県相模原市

LCC
（千円/
年）

その他（　　　　　　　　　　）

次期点検時期
備考

新規又は
建替整備
予定年度

団地名 住棟番号 戸数 構造 建設年度
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【
様

式
３

】
共

同
施

設
に

係
る

事
業

の
実

施
予

定
一

覧
（

集
会

所
・

遊
具

等
）

公
営

住
宅

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

地
優

賃

（
公

共
供

給
）

改
良

住
宅

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

法
定

点
検

法
定
点

検
に

準
じ
た

点
検

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

大
島

集
会

所
S
5
2

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

給
排

水
管

改

修 (
長

寿
命

)

二
本

松
集

会
所

S
6
1

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

受
水

槽
更

新

(
長

寿
命

)

給
排

水
管

改

修 (
長

寿
命

)

上
九

沢
集

会
所

H
1
3

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

富
士

見
集

会
所

S
5
9

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

受
水

槽
更

新

(
長

寿
命

)

東
集

会
所

S
5
9

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

給
排

水
管

改

修 (
長

寿
命

)

石
橋

集
会

所
H
4

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

受
水

槽
更

新

(
長

寿
命

)

給
排

水
管

改

修 (
長

寿
命

)

淵
野

辺
集

会
所

H
3

受
水

槽
更

新

(
長

寿
命

)

給
排

水
管

改

修 (
長

寿
命

)

横
山

集
会

所
H
6

屋
上

防
水

・

受
水

槽
更

新

(
長

寿
命

)

星
が

丘
集

会
所

H
8

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

東
第

２
集

会
所

H
1
0

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

田
中

第
２

集
会

所
H
1
0

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

維
持

管
理

・
改

善
事

業
の

内
容

備
考

　
事

業
主
体

名
：

神
奈

川
県

相
模

原
市

　
住

宅
の
区

分
：

団
地

名
共

同
施

設
名

建
設

年
度

次
期

点
検

時
期
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法
定

点
検

法
定
点
検

に
準

じ
た
点

検
R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

田
名

塩
田

集
会

所
H
1
3

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

文
京

集
会

所
H
1

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

受
水

槽
更

新

(
長

寿
命

)

給
排

水
管

改

修 (
長

寿
命

)

古
淵

集
会

所
H
9

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

南
台

集
会

所
H
2
1

屋
上

防
水

・

外
壁

改
修

(
長

寿
命

)

点
検

・
調

査
結

果
等

に
よ

り
、

修
繕

時
期

を
変

更
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

維
持

管
理

・
改

善
事

業
の

内
容

備
考

団
地

名
共

同
施

設
名

建
設

年
度

次
期

点
検

時
期
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参考資料 
手法選定フロー        
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